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○名古屋市債権管理条例施行細則 

平成24年２月３日 

規則第３号 

改正 平成27年規則第82号 

平成28年規則第52号 

令和元年規則第11号 

令和２年規則第13号 

令和２年規則第123号 

令和６年規則第１号 

注 令和２年３月から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、名古屋市債権管理条例（平成23年名古屋市条例第16号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（管理台帳の記載事項） 

第２条 条例第４条第４号の市長等が必要と認める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 債権（条例第１条に規定する債権をいう。以下同じ。）の発生年月日及び発生原因 

(2) 督促状の発付日 

(3) 履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に関する事項 

(4) 担保（保証人の保証を含む。）に関する事項 

(5) 条例第７条の履行期限を延長する特約（以下「履行延期の特約」という。）に関す

る事項 

(6) 条例第11条の措置（以下「徴収停止」という。）に関する事項 

(7) 条例第12条の規定による放棄（以下「放棄」という。）に関する事項 

(8) 時効に関する事項 

(9) 債務者との交渉の経過 

（履行延期の特約に付する条件） 

第３条 市長等（条例第３条に規定する市長等をいう。以下同じ。）は、履行延期の特約を

する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産

の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若

しくは資料の提出を求めること。 
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(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り

上げることができること。 

ア 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくは

これらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。 

イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された

弁済金額についての履行を怠ったとき。 

ウ 条例第10条第１項の措置をとる理由が生じたとき。 

エ 債務者又は保証人が前号の規定による市長等からの質問、帳簿書類その他の物件の

調査又は参考となるべき報告若しくは資料の提出の求めに応じないとき。 

オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限に

よることが不適当となったと認められるとき。 

（履行延期の特約の手続） 

第４条 履行延期の特約の適用を受けようとする者は、申請書を市長等に提出しなければな

らない。 

２ 市長等は、前項の申請書の提出があった場合には、承認するかどうかを決定し、その旨

を申請者に通知するものとする。 

（滞納処分を行うまでの期間） 

第５条 条例第８条の相当の期間は、督促状を発した日から起算して１年を超えない期間と

する。 

（強制執行等の措置をとるまでの期間） 

第６条 条例第９条の相当の期間は、督促状を発した日から起算して１年を超えない期間と

する。 

（徴収停止をするまでの期間） 

第７条 条例第11条の相当の期間は、当該債権の履行期限の翌日から起算して１年を超え

ない期間とする。 

（徴収停止の決定） 

第８条 市長等は、当該債務者（保証人がある場合にあっては、当該保証人を含む。）に対

する次に掲げる事項の調査の結果に基づき、徴収停止をするかどうかを決定するものとす

る。 

(1) 滞納原因 

(2) 収支状況 
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(3) 財産状況 

(4) 前３号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 市長等は、徴収停止をした後、事情の変更等により徴収停止を維持することが不適当と

なったと認めたときは、直ちに、徴収停止を取りやめなければならない。 

（放棄をするまでの期間） 

第９条 条例第12条第１項第４号の相当の期間は、徴収停止をした日の翌日から起算して

１年とする。 

（放棄の決定） 

第10条 市長等は、当該債務者（保証人がある場合にあっては、当該保証人を含む。）に

対する次に掲げる事項の調査の結果に基づき、放棄をするかどうかを決定するものとする。 

(1) 滞納原因 

(2) 収支状況 

(3) 財産状況 

(4) 生活状況 

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 市長等は、放棄をした場合には、その旨を債務者に通知するものとする。 

（議会への報告） 

第11条 条例第12条第２項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 放棄をした債権の種類並びに種類ごとの件数及び金額 

(2) 根拠となる条例の条項並びに条項ごとの債権の件数及び金額 

２ 条例第12条第２項の規定による報告は、放棄をした年度の翌年度の９月に招集される

定例会においてすることを常例とする。 

（様式） 

第12条 次の各号に掲げる管理台帳等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

ただし、債権の管理上、これらの様式により難い場合は、適宜補正した様式によることが

できる。 

(1) 管理台帳 第１号様式 

(2) 督促状（地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の３第３項に規定する歳入に

係る債権及び地方税法（昭和25年法律第226号）の規定に基づく徴収金に係る債権） 第

２号様式 

(3) 督促状（地方自治法第231条の３第１項に規定する歳入に係る債権（同条第３項に規
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定する債権を除く。）） 第３号様式 

(4) 督促状（前２号に掲げるもの以外の債権） 第４号様式 

(5) 履行期限延期申請書 第５号様式 

(6) 履行期限延期承認（不承認）通知書 第６号様式 

(7) 徴収の猶予申請書 第７号様式 

(8) 換価の猶予申請書 第８号様式 

(9) 徴収の猶予承認（却下）通知書 第９号様式 

(10) 換価の猶予通知書 第10号様式 

(11) 換価の猶予承認（却下）通知書 第11号様式 

(12) 徴収の猶予期間延長申請書 第12号様式 

(13) 換価の猶予期間延長申請書 第13号様式 

(14) 徴収の猶予期間延長承認（却下）通知書 第14号様式 

(15) 換価の猶予期間延長通知書 第15号様式 

(16) 換価の猶予期間延長承認（却下）通知書 第16号様式 

(17) 徴収の猶予取消通知書 第17号様式 

(18) 換価の猶予取消通知書 第18号様式 

(19) 差押解除申請書 第19号様式 

(20) 申請書の訂正等に係る通知書 第20号様式 

(21) 徴収停止調書 第21号様式 

(22) 債権放棄兼欠損調書 第22号様式 

(23) 債権放棄通知書 第23号様式 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年規則第82号）抄 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年規則第52号） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第３条の規定は、公布の日か

ら施行する。 

２ この規則の施行前にされた徴収金に関する処分又はこの規則の施行前にされた徴収金

に関する申請に係る不作為に係る不服申立てに関する書類の提出については、なお従前の

例による。 
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附 則（令和元年規則第11号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和２年規則第13号） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の名古屋市債権管理条例施行細則の規

定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の名古屋市債権管理条例施行

細則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。 

附 則（令和２年規則第123号） 

１ この規則は、令和２年12月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されて

いる申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみな

す。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されて

いる用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使

用することができる。 

附 則（令和６年規則第１号）抄 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

33 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されて

いる用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使

用することができる。 
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